
交渉結果報告書 
市長公室  人事課 

 
交渉内容    給与減額措置について 
交渉日時    平成２５年８月２２日（木） １５時００分～１７時００分 
交渉場所    ８Ｆ 大会議室 
交渉出席者   当局側 土屋副市長 栢木市長公室長 星川次長 秋元課長 石田主幹 

正垣主幹兼人事研修係長 雲丹亀給与係長 

組合側  小野執行委員長 副執行委員長 書記長 書記次長他執行委員等 計14人 

 
 
概    要 
 

職員の給与減額措置に関する交渉を行った 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内    容 

給与減額措置は以下の内容とする。 

 

①給料 

本給に次の率を乗じた額を減じる。 

  一般職 

1級及び2級 ：3.20% 

3級～5級 ：5.21% 

管理職 

6級   ：7.77% 

7級及び8級 ：9.77% 

     ※全職員の平均減額率約5.6% 

②諸手当 

  給料を基礎とする諸手当については、適用しない。 
 

③実施時期 

  平成25年10月1日から平成26年3月31日まで 
 

 

 
 

 


